
 

 
 

 令和４年度に自家配用とうもろこしを用いて自家配合飼料を製造し、利用・販売した
畜産農家等に対して、令和５年度も自家配合飼料を製造することを条件に、支援金を交
付します。 

○ 支援金単価：13,200 円/ﾄﾝ以内（自家配用とうもろこしに限る） 
○ 交 付 数 量：令和４年度の自家配用とうもろこしの調達数量 

 
 
 
① 令和４年度に自家配用とうもろこしを 
 自ら調達していること 

② 自家配合飼料製造設備を有すること 
（自家配合飼料製造施設を有する者への製造委託でも可） 

③ 令和 5 年度も自家配用とうもろこしの 
  調達を継続していること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 交付申請書兼実績報告書兼請求書 
② 令和 4 年度に自家配用とうもろこしを調達した数量が確認できる納品書等の写し 
③ 自家配合飼料製造設備を有することが確認できる書類等の写し 
 (固定資産台帳又は減価償却資産台帳等の写し, 写真, 委託契約書の写し, リース契約書等の写し等) 
④ その他知事が必要と認める書類 

⻑野県農政部園芸畜産課 TEL：026-235-7233 
又は、お近くの農業農村支援センター 

 詳しくは  ⻑野県 自家配合飼料製造支援事業  で  検索  

資料１ 

① 丸粒とうもろこし 
（関税割当により通関されるもの） 

②  
（圧ぺん加工されたもの等） 

③  
 

※支援金の交付対象数量は魚粉等 2 種混合とう 
もろこし中のとうもろこしの数量となります。 

申請者 農業農村支援センター 
① 交付申請(必要書類の提出) 

③ 交付の決定及び確定、
支援金の交付 

② 書類の確認 
・審査等 

※申請受付〆切後、支援金の交付まで１か月程度を要します 


